
◆ はじめに 

 

１ 趣 旨 

八幡浜市教育委員会では、八幡浜市総合計画の基本計画及び本市教育の総合

的な指針となる教育基本方針に基づき、教育行政の推進に努めています。 

また、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第 26条の規定に基づき、

教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況について点検及び評価

を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに、

公表することとしております。 

このことから、教育委員会で実施した点検及び評価について学識経験者の意 

見を付し、報告書として議会に提出・公表し、市民への説明責任を果たすとと

もに、信頼される教育行政を推進してまいります。 

 

２ 点検評価の対象 

点検評価は、令和３年度教育委員会教育基本方針に基づいた教育委員会の重

点施策内容を対象として、点検評価を行いました。 

（１）重点施策 

１ 特色ある学校づくりと教職員の資質・能力の向上 

２ 確かな学力を育む教育課程の編成と実施 

３ 生きる力を育む教育の推進 

４  教育環境条件の整備充実 

５ 安全・安心な学校給食の提供 

６ 充実した人生を送るための生涯学習の振興 

７ 市民総参加のスポーツと健康教育の推進 

８ 人権文化の根づくまちづくりをめざし、あらゆる差別、偏見を解消する

ための人権・同和教育の推進 

９ 地域ぐるみで取り組む青少年補導の充実強化 

10 親しむ視聴覚教育の拡充と推進 

11 活力あふれる公民館活動の推進 

12 文化振興事業の充実 

13 地域文化団体の育成及び連携 

14 文化財の保存及び積極的な活用 

15 図書館の蔵書及び機能の充実 



３ 点検評価の方法 

（１）点検評価にあたっては、個々の施策・事業ごとの実施状況及び成果を明

らかにするとともに自己評価を行いました。 

（２）点検評価の客観性を確保するため、教育に関し学識を有する方を点検評

価委員として委嘱し、ご意見、ご助言をいただきました。 

 

 八幡浜市教育委員会事務事業点検評価委員          

氏   名 役     職     名 

石河 由美子 社会教育指導員 

楠田  哲生 社会体育指導員 

和田  輝昭 八幡浜市スポーツ協会顧問 

（50音順・敬称略）   

 

４ 点検評価結果表の構成 

（１）重点施策 

  点検評価の対象を 15項目にまとめ、項目ごとに点検評価を実施していま

す。 

（２）施策方針 

  主要重点項目について方針・方向性を説明しています。 

（３）実施状況 

① 主な施策・事業 

主要項目に分類される主な施策・事業を掲げています。 

② 施策・事業の実施状況 

主要項目に分類された施策・事業の令和３年度実施状況及び成果を記

載しています。 

（４）事務事業点検評価委員意見 

   教育委員会事務局が行った点検評価の結果について、教育に関し学識を

有する事務事業点検評価委員から頂戴した意見を掲載しています。 

（５）自己評価 

  事務事業点検評価委員の意見を参考にし、自己評価を行っています。 

 

５ 実施状況の報告 

  点検評価の参考として、点検評価の対象とした９０の事務・事業について、



個別の自己評価票を作成しています。 

 

６ 報告・公表 

  教育委員会で承認された点検評価報告書は、市議会に報告するとともに、 

 市ホームページに掲載し、公表します。 


